
口 ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″

だ け 阜 ,審 姜 員 含 指 ■ ,2罪●F害 者 与 早 期 援 助 団 体

Vlclm Assistance Cenι er οfH■roshima
公
=■

日広 島 被 害 者 支 援 セ ン タ ー

r″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ 月
〒7300032広 島市中区立口,1番 24号有信ビ′レ6F TEL082245 6667 FAX082● 456668 URL:hitpノ /www13 p aaor,p/vaCh213/

こあいさつ 県東部地区相談室を開設します。

福山市長

県東部地区の犯罪被害者等からの相談が、増加傾向にあ

りましたが 当センター事務所が広島市にあるため、被害

者が相談に来たくてもなかなか足を運べないことが多く、

支援拠点の必要性を痛感していました。この度 福山市の

こ協力をいただき、福山市役所市民相談室で月 1回の面接

相談を行うことになりました。第 1回 日は6月 25日 (火)に

開設し、今後は原則毎月第2火曜の午後を予定しています。

また、弁護士会や臨床心理士会にも協力をいただき、被害

に遭つて困つておられる方に必要な支援を行える体制にな

りました。近くでの相談を受けられることで、被害者等の

精神的、経済的な負担が少しでも軽減できればと思つてい

ます。

また、当日は県、県警 福山市、広島弁護士会福山地区

会、日本財団など関係機関が集まり、共通認識を持ち、よ

り緊密な連携を持てるよう 連絡会議を開催しました。
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広島被害者支援センター並びに会員の皆様方におかれま

しては、犯罪被害者の支援に多大なこ尽力をいたださ 心

から敬意を表します。

本市におきましては 「人間環境都市Jをまちづくりの

基本理念に掲げ、市民一人ひとりの人権が大切にされ 「福

山に住んでよかった」と誰もが実感できる「人権文化が根

付いた地域社会の実現」に向けて取り組んでおります。

また、犯罪被害者支援につきましては 人権相談や法律

相談を窓口として、関係機関等と連携を図つてきたところ

です。

今年 6月、広島被害者支援センターの県東部地区相談窓

口が本市役所内に開設されました。被害者や被害者家族に

対する長期的な心のケア等のきめ細やかな支援が期待され

ます。本市といたしましても、今後―層の連携を図るなか

で 被害者支援に取り組んでまいりたいと考えております.

最後に 広島被害者支援センターの益々のこ発展と会員

の皆様のこ多幸を祈念申し上げ、こあいさつといたします.

行政機関からの支援について
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裁判員裁判の実施とともに県民の裁判への関心が高ま

り、被害者 遺族等の裁判参加、傍聴等に対する支援要請

が増加し 被害者支援センターの認知度が向上し 直接支

援件数も増加するなど、センターの買献度も高まってきて

います。そうした中 行政機関でも 行政機関で対応でき

ない長期にわたる継続相談や付添などの直接支援活動を

行つている当センターの活動に対する理解が 広がつて来

ております。平成24年度は 県の委託事業費以外には、

2市 1口]の支援に止まっていましたが 平成25年度は 広

島市、呉市 東広島市、廿日市市 安芸高田市 江田島市

府中町、海田町 熊野町の6市 3田Jこ加え町長会の支援を

IBく ことが出来ました。これは、不幸にして突然事件や事

故に巻き込まれた被害者や遺族に対して 少しでも早く精

神的に立ち直り 以前の生活に近い状態に戻れるよう地域

全体で支援しようとする絆の現れと歓迎しております。ま

た、福山市では 東部地区相談室を開設するにあたり、市

役所1階相談室を無償で毎月提供して頂くことになり 県

東部地区の相談活動がより充実出来るように成りました。

各関係機関が集

まり、開催され

た連絡会議



平成25年度総会の開催～24年度事業・決幹賠
平成25年度総会は、5月 28日午後5時から広島市

中区の国際ホテルで開催し、平成24年度事業報告及
び収支決算、定款の一部変更について審議し、いずれ

も原案通り承認されました。

広島被害者支援センターは平成24年度、公益社団
法人 早期援助団体としての目的を達成するため様々

な活動を行いました。

電話相談については、23年度の414件 に対し、
24年度は228件と減少しました。23年度は、テレ

ビCMの効果が大きく影響しましたが、24年度は、

効果が及ばなかつたのも要因と成つております。代理

傍聴や付添支援 情報提供等の直接支援は、386回
と23年度に比較し66回の増加となつております。

被害者 遺族の裁判への関心が高まる中、裁判員裁判

の増加、被害者の裁判参カロや代理傍聴が増カロし支援セ

ンターの社会的な要請はますます重要になつてくると

思われます。
9月 に全国被害者支援ネットワーク中四国ブロック

研修会を当センター主管で広島で行い、支援活動員ス

キルアップを図るとともに11月 30日には、廿日市市
の全面協力により「さくらびあJの小ホールで230
名の参加者のもとで第5回請演会を開催、当センター

理事である内野悌司広島大学准教授が、「被害者 遺

族から見た裁判員裁判」と題する講演を行いました。

平成24年度は、公益法人会計基準に基づいて会計

処理を行いました。24年度も会費収入の減少や直接
支援等に関する支出の増加のため、厳しい財務状況で

有りましたが、県の「業務委託費の増額」や広島市の
「補助金」に加え呉市、廿日市市 海田田Iの「助成
金」、共同募金会と連携した募金活動等により乗り切
ることができました。
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(24年度収支決算書(主要科日)》

会費収入

(個人 法人 団体の会員 11衝牛)

寄付金収入

(寄 付金11:件 )

補助金収入

(広島市 廿日市市 呉市 海田町)

事業員

嘔 話相談 面接 相談活動 支

援活動員査成 研修 広報 啓

発活動 事務局人件費等 事潟

0 嘔 轟,日 談 面桜 1日 談活動 支

2990 据活動員養成 研修 広報 啓

65 発活動 事務局人件貢等 事務
7135 所貫貸料等)         8埓 8

頂り金            ]6,
業務運営推進基金       2田 0

1事業収入

1業務委託費
|その他

前朝爆越金

|

平成24年度電話相談内容
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平成25年度事業計画及び収支予算 (概要 )
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平成25年2月 20日 (水 )「広島被害者支援センター

研修室」において、理事会が開催され、平成25年度
の事業計画として、相談事業や直接支援活動、講演会

等の広報啓発活動等の事業に加え、福山市に東部地区

相談室の開設、相談会動員のスキルアップを図るため
の事業費の収支予算が原案通り可決されました。
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警務部長新任挨拶

広島県警察本部

警務部長

松 下  整

今回の講座は、11名の受講生で開始しました。

開講にあたり、開講式が開かれ 山本一隆理事長と、

来貿の山下幸康県警本部警務部警察安全課相談課次席
から、受講生を激励するあいさつがありました。

く.レ
広島被害者支援センターの皆様には、平素から

`巳

罪

被害者支援活動に御尽力頂き、心より感謝申し上げます。

犯罪被害者支援に関する社会的認識が深まり、被害

者等から寄せられる支援の要望も多様化している中、

広島被害者支援センターは県内唯―のら巳罪被害者等早

期援助団体として、関係機関 団体との緊密な連携の

もと、手厚い支援を数多く実施していただいていると

ころであり、警察としても大変心強く感じているとこ

ろであります。

また、今年度からは、県内2か所目の拠点として福

山市に相談室が開設されたことにより、ら巳罪被害者等

の利便性が向上するとともに、さらなる県民への被害

者支援に関する広報啓発にも資するものと大いに期待

されています。

今後とも、広島被害者支援センターの皆様には、健

康に留意されまして、被害者支援の充実のため、益々

御活躍されますことを心から祈念申し上げます。

活動員養成講座が始まる

6月 6日 (木)か ら 第8期の支援活動員養成講座が開

講されました。

当センターの活動員となるには、この養成講座の

入門編とアドバンス編の計60時間を受講していただ

き、最終的に採用研修委員による面接により認められ

ることが必要となります。

ただし 6月 6日 から始まった入門編は、活動員に

なることを必ずしも前提とせず、「犯罪被害者支援に

つしヽて知りたい」という方にも門戸を開いて受講して

いただいています。

入門編の講座は、6月 から8月の3か月間 (12回 )

にわたり、毎週木曜日の夜2時間に開催され、講義を

受けてもらい、毎回課題を提出してもらっています

委嘱状授与式が開催

当センターの活動員は1年の期限で委嘱されてお

り、翌年度も活動するためには、当センターの採用研

修委員 (理事)の面接を受けることとなつています。

面接を受ける、というと硬く感じますが、実際のと

ころは、年 1回理事が活動員個々の話を聞く機会を設

ける、といつた趣旨の方が大きいです。

面接を経て、次年度の活動員への委嘱が決まります。

そのような経過で、3月 26日 (大 )に当センター会議

室において、活動員の委嘱状授与式/J・行われました。

当センターの活動は、裁判員裁判の増力剛こよる付添

支援が激増する一方で、電話相談は増加するという状

況にはありません。そんな中、活動員にも、裁判の付

添に参加できるような人もいれば、月 1回 くらいの電

話相談にしか参加できないような人もいます。

もちろん、ボランティアでこ協力いただいているので

すから、月1回だけの電話相談の担当でも歓迎している

ところですが、電話相談の減少によつて意欲も減退した

のか、日さすかしい話ですが電話相談の担当に遅参したり

欠席したりする人がまま見受けられるようになりました。

そこで、このたびの委嘱状授与式においては、採用

研修委員長から、遅参や欠席について注意を喚起する

言葉があり、授与式に欠席された方には、その後委嘱

1犬を渡す際に採用研修委員長からの注意喚起の書面を

渡すこととしました。

このように、硬い話もありましたが、当日は県警被

害者支援室からの来賓もお迎えし、授与式終了後は参

加者でなこやかに懇談会も行われました。

辱

ヤマダ電機のチラシに広告掲載

家電量販店大手のヤマダ電機広島店 (RAB広島)

を中心とする (グループ)6店舗においては、社会貢

献活動の一環として平成25年 1月 19日 (土 )以降、毎

週土曜日に新聞折り込み等で配布する約20万部のチ

ランに、当支援センターの案内広告を無償で掲載 配

布するなど 全面協力をいただいております。○



rrrrrrJ「 rrrrrrrrrrrll■ ■■
=|

預保納付金(補助金)の交付 ダーナ献金

振り込め詐欺等で被害者が判明せず、被害者に返還

できない金額が預保納付金として政府において管理さ

れておりました。この預保納付金を平成25年度から

被害者の支援活動に活用する事となり、「被害者遺児

の育英資金」「被害者等の支援活動に伴う経費」とし

て各県支援センターにおいて事業を推進することにな

りました。これに伴い当センターにおいても「県東部

方面相談室の新設J「養成講座 継続研修の充実」「I目

談員等のスキルアップ等の研修会への参加」「事務局

体制の整備と財政基盤の確立」等の事業が認められま

した。被害者支援ネットワーク加盟の全国49団体の

内、当センターを含め37団体に対して助成 f」 N決定し

ました。当センターにおいても平成25年度は、各事

業においてより被害者 遺族等の要望に添つた支援活

動を積極的に推進して行くこととなります。

社会課題解決プロジェクト募金活動に参加して

広島被害者支援センターでは、財政基盤を確立し事

業資金獲得のため、広島県共同募金会が平成25年 1

月から3月末まで実施した「社会課題解決ブロジェク

ト募金活動」に参加し、期間中、県内の企業、団体、

個人の方々から多くのこ支援を頂き4514,336円 の

募金を集めることができました。

この募金は、6月 4日 (火 )広島県社会福社会館で

交付式が行われ、広島県共同募金会池谷公二郎会長

から長丼貴義副理事長がマッチングギフトを加えた

5214336円の交付書を受領しました。

浄土真宗本願寺派広島別院安芸教区仏教婦人会の総

会が平成25年3月 6日 浄土真宗本願寺派広島別院で

行われ、その席で安芸教区内において地域貢献活動し

ている5団体に対し、同仏教婦人会保田富美子会長か

ら寄付金が交付され、当支援センターも昨年に続いて

10万円の寄付金の交付を受けました。

平成24年度中及び数年間に渡り当支援センターの

活動に理解を示さrt、 支援 協力を頂いた1企業 1団

体に対して当センター山本一隆理事長が感謝状を贈呈

しました。

企業名 l■lプローバ 社長 平本 直樹 様

団体名 安芸教区仏教婦人会運盟 会長 保田 富美子様
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当センターの支援活動も県

下全般に渡り展開する中でセ

ンター設立以来、念願であつ

た県東部地区の相談拠点を福

山市及び日本財団の支援によ

り開設することが出来ました。

相談は、福山市役所 1階市民相談室を使用しての面接相

談 弁護士相談等を行うことになります。当面は月1回の

相談日ですが、相談状況に応じてi曽やしていくつもりで

す。これにより被害者 遺族の相談における精神的 財政

的に負担が少しても軽減されればと思つております。

新しく■成した

贅助会員証

爵

雛 翻
広島被害者支援センターは 会員の皆様のこl・解とこ協力

に支えられて運営している団体です 犯罪や交通事故などの

校害にあわれた方や家族の方への支援活動を財政面からサ

ポートしてくださる会員を募集しています
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その他薔,も随時受け付けています

J ltritり o方
広島銀掃果庁支店 口座薔宅(薔通),00″ 1

折尋△み先    翌全真
名
山集

回
生企

広島被害者支援セングー

[1上ヽ●こIJ高つち
口座番号 00'O-6-6′ 0

感謝状の贈呈

平成25年
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しヽたI.くと ムやヨ演会∝ 内を選,します


